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墨田区規則第２０号 

 



   職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則 

 職員の管理職手当に関する規則（平成１９年墨田区規則第１９号）の一部を次の表

のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前   

別表（第２条関係） 

１ 行政職給料表（一）、医療職給料表（二）

 又は医療職給料表（三）の適用を受ける職

員 

支給範囲 

支給額 

定年前再任用 

短時間勤務職 

員以外の職員 

定年前再任用 

短時間勤務職 

員 

行政職給料表（一）

の適用を受ける職

員でその属する職

務の級が６級であ

るもの 
 

１３５，３００

円 

１０６，５００

円 

行政職給料表（一）

、医療職給料表 

（二）又は医療職

給料表（三）の適

用を受ける職員で

その属する職務の

級が５級であるも

ののうち特別区人

事委員会の承認を

得て区長が別に定

める重要かつ困難

な事務を処理する

課長の職にあるも

の（以下「重要困 

難課長」という。）
 

１０６，０００

円 

７７，４００円 

行政職給料表（一）

、医療職給料表 

（二）又は医療職

給料表（三）の適

用を受ける職員で

その属する職務の

級が５級であるも

の（重要困難課長

を除く。）  

９６，３００円 ７０，３００円 

 

２ 医療職給料表（一）の適用を受ける職員 

支給範囲 

支給額 

定年前再任用 

短時間勤務職 

員以外の職員 

定年前再任用 

短時間勤務職 

員 

別表（第２条関係） 

１ 行政職給料表（一）、医療職給料表（二）

 又は医療職給料表（三）の適用を受ける職

員 

支給範囲 

支給額 

定年前再任用 

短時間勤務職 

員以外の職員 

定年前再任用 

短時間勤務職 

員 

行政職給料表（一）

の適用を受ける職

員でその属する職

務の級が６級であ

るもの 
 

１２７，６００

円 

１０１，０００

円 

行政職給料表（一）

、医療職給料表 

（二）又は医療職

給料表（三）の適

用を受ける職員で

その属する職務の

級が５級であるも

ののうち特別区人

事委員会の承認を

得て区長が別に定

める重要かつ困難

な事務を処理する

課長の職にあるも

の（以下「重要困 

難課長」という。）
 

１０１，５００

円 

７３，２００円 

行政職給料表（一）

、医療職給料表 

（二）又は医療職

給料表（三）の適

用を受ける職員で

その属する職務の

級が５級であるも

の（重要困難課長

を除く。）  

９２，３００円 ６６，５００円 

 

２ 医療職給料表（一）の適用を受ける職員 

支給範囲 

支給額 

定年前再任用 

職員以外の職 

員 

定年前再任用 

職員 



その属する職務の 

級が３級である職

員 
 

１４４，１００ 

円 

１０８，４００ 

円 

その属する職務の

級が２級である職

員 
 

１０７，５００

円 

８０，７００円 

 

その属する職務の 

級が３級である職

員 
 

１４２，４００ 

円 

１０７，２００ 

円 

その属する職務の

級が２級である職

員 
 

９４，８００円 ７３，１００円 

 

  

   付 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 


